
 

株式名義書換請求書（兼 株主票） 

会社名 

(銘柄名) 
 御中 年     月     日 

  株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 あて 

株式の種類 

（○で囲む） 
普通株式 ・ 種類株式（         ） 

名義書換請求 総株式数          株 

上記の貴社株式につき会社法第１３３条第 2 項の規定にもとづき、 

（ 共同して ・ 単独で ）名義書換を請求します。 

  ＊単独で請求の場合はご注意６．を参照のうえ必要書類を添付してご請求ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注意 

1．株券廃止会社のため、株券を伴わない名義書換請求になります。 

2．現在、株主の方は、株主（現名義人）欄に株主名簿記載の住所および氏名を記載してください。 

3．新規に株主になられる方は、本請求書の株式取得者（新名義人）欄に住所、氏名を記載してください。 

ご記入の住所、氏名ならびに押印された印影を、株主様の住所、氏名、お届印として株主名簿に登録さ

せていただきます。 

４．共同の名義書換請求の場合は、株主（現名義人）、株式取得者（新名義人）共に、実印を捺印のうえ、

発行後 6 ヶ月以内の印鑑登録証明書(原本)を添えてご提出ください。 

5．法人の場合、氏名欄には商号、代表者役職名・代表者名をご記入ください。 

6．単独請求の場合（相続・確定判決などによる場合）は、株主（現名義人）欄の押印は必要ありません

が、住所・氏名はご記入ください。この場合の添付書類については、裏面をご参照ください。 

7．お手続完了後、株式取得者に対して書換完了通知を郵送します。 

（会社使用欄） 

共 8316 Ａ４ ´11.9 ＤＢ（1 年※） 

印鑑照合 

株券廃止会社用 

 

 

株  主 

（現名義人） 

郵便番号   －     電話番号     －    －         実印   

住所 

 

氏名（※法人の場合は商号、代表者役職名・代表者名をご記入ください。） 

 
 

 

株式取得者 

（新名義人） 

郵便番号   －     電話番号     －    －         実印   

住所 

 

 

 

氏名（※法人の場合は商号、代表者役職名・代表者名をご記入ください。） 

フリガナ 



（取得者単独請求の添付書類） 

協議による相続の場合 ｲ. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

ﾛ. 各相続人の戸籍謄本

ﾊ. 各相続人の印鑑証明書

ﾆ. 代理人がいる場合は、ﾊ.に代えて代理人の印鑑証明書およ

び選任書謄本など、代理権を確認できる書類

ﾎ. 以下の手続書類

① 相続手続依頼書

② 法定代理人がいる場合は、法定代理人届・株主票

③ 買取の場合は、単元未満株式・端株買取請求書

◇ 除籍者の記載のあるもの

◇ ｲ. の戸籍にない場合

◇発行後 6 ヶ月以内のもの

◇ ﾛ. の戸籍で確認できる場合は

不要

◇左記②③は、各ケースに該当す

る場合にのみ必要

調停・審判による相続の

場合 

ｲ. 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本および審判

確定証明書

ﾛ. 協議による相続の場合の添付書類のﾆ.、ﾎ.

遺言による相続または遺

贈の場合 

ｲ. 遺言書謄本

（公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の遺言書検認

証明書も徴求）

ﾛ. 被相続人の戸籍謄本

ﾊ. 遺言執行者がいる場合は、その印鑑証明書・資格証明書

（家庭裁判所の選任による場合は、選任調書も徴求）

ﾆ. 協議による相続の場合の添付書類のﾆ.、ﾎ.

◇除籍者の記載のあるもの

◇遺言執行者がいる場合は不要

競売による場合 ｲ. 執行裁判所の権限付与書正本（謄本）

ﾛ. 競売調書

名義書換請求書には、競落人と執行官が連署してください。

公売による場合 売却決定通知書または公売を証する書面 

合併による場合 承継法人の登記簿謄本（抄本） 

分割による場合 ｲ. 承継会社（新設会社）の登記簿謄本（抄本）

ﾛ. 会社分割契約書または会社分割計画書など、当該株式が承継されたことを証する書面

国税物納による場合 物納許可書 

判決による場合 判決の正本または謄本 

譲渡制限会社における指

定買取人の指定の場合 

ｲ．指定買取人指定の取締役会決議などがあったことを証する書面

ﾛ．当該指定買取人が株式の代金を支払ったことを証する書面

※単独での名義書換請求の場合は、上記のように名義変更の理由によりご提出の書類が異なります。

ご不明な点は、お手数ですが三菱 UFJ 信託銀行株式会社までお問い合わせください。


